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はじめに 

我が国では、子育てや少子化、児童虐待、いじめなど子どもを取り巻く社会問題に対し

て本質的な対策を進めるため、令和４年６月に「こども家庭庁設置法」と「こども基本法」

を制定し、令和５年４月１日に「こども家庭庁」を発足させ、「こどもまんなか社会」の実

現に向けた司令塔として、幼児期までのこどもの健やかな成長のための環境づくりや、家

庭における子育て支援等に関する基本的な政策を進められています。 

また、全てのこども・子育て世帯をライフステージに応じて、切れ目なく支援していく

とともに、共働き・共育てを推進していくための総合的な対策として、令和５年 12 月に「こ

ども未来戦略」を閣議決定し、「こども誰でも通園制度」の新設などを始め、様々なこども

施策を展開しています。 

このたびの「第３期稚内市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたっては、前回ま

での計画を継承しつつ、基本理念を「一人ひとりの子どもが、健やかに幸せに育つことの

できる地域社会の実現。未来にすすむ子育て支援、市民ぐるみの「子育て運動」のまち、

わっかない。」とし、国のこども施策を取り入れながら、子ども・子育て支援の更なる充実

に向けて、各種施策に取り組んでいくこととしています。 

本市は、昭和 61 年に全国で初めて「子育て平和都市」を宣言し、「子育て運動」に取り

組み、他に先駆けて充実した子育て環境を整備してきました。 

今後も学校・家庭・地域が一体となって、一人ひとりの子どもの、健やかな育ちを等し

く保障することを目指すとともに、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげ、子育て

や子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援、環境整備を今後も引

き続き取り組んでいきますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、計画の策定にあたって、アンケート調査やパブリックコメントなどで貴重なご

意見をいただきました多くの市民の皆様、計画のご審議を重ねていただきました子ども・

子育て審議会の委員の皆様や、関係機関の皆様に、心から感謝申し上げます。 

令和７年３月 

稚内市長 工 藤  広 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 



 





 





 



 



 





 





 



 





 



 



 



 





 



 



 



 



 





 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 







 





 





 



 



 





 



 







 



 





 





 







 



 



 





 



第７章 資料編 

80 

子育て平和都市宣言 

日本最北端の国際都市・稚内は、戦争のない世界平和と美しい自然、かおり高

い文化を永遠に願うふるさとでありたい。 

ふるさとの次代を担う子どもたちのすこやかな成長と平和なまちづくりをすす

めることは、すべての大人の責任である。 

この願いをこめたふるさとづくりは、わたくしたち市民の責任である。 

わたくしたち稚内市民は、市民ぐるみの子育てと平和をもとめる運動の責任と

義務を自覚し、市民一人ひとりのたゆまぬ努力を誓って、ここに「子育て平和都

市」を宣言する。 

（昭和 61 年６月７日議会議決） 

 

稚内市子ども憲章 

私たちは、稚内市開基 120 年・市制施行 50 年・開港 50 年を記念して、「夢発

信！てっぺん会議」を開催しました。 

21 世紀の稚内が、この地に生きる全ての人にとって、平和で豊かな、そして心

優しく文化の薫り高い故郷になるよう、手を取り合って積極的に生きることを誓

い、本会議の名においてこの憲章を定めます。 

１ みんなが、仲良くいじめを無くし、楽しく元気に学び生活できるよう、力を出

し合いましょう。 

２ みどり豊かな、魅力あふれる街づくりをめざして、自然を守り育てるよう、力

を出し合いましょう。 

３ ゆとりや生きがいが育つよう、文化・スポーツ交流に力を出し合いましょう。 

４ 安全で住み良い街づくりと、健康で楽しい生活ができる施設の充実を願い、み

んなで力を出し合いましょう。 

５ 国際平和と交流の輪を広げ、すべての国の人達が仲良くなるよう、共に力を出

し合いましょう。 

６ 希望を持って働くことのできる産業の振興を願い、故郷を学び、夢が実現でき

るよう力を出し合いましょう。 

７ 温かく思いやりのある街にするため、多くの人と交流し、助け合い、ボラン

ティア活動に力を出し合いましょう。 

（平成 10 年９月 19 日制定） 
 

 



第3期 稚内市子ども・子育て支援事業計画

令和７年３月発行

編集：稚内市教育委員会　教育部こども課
　　　〒097－8686  北海道稚内市中央3丁目13番15号
　　 TEL 0162－23－6529／0162－23ー6530


	1-表紙(表)
	2-表紙(裏)
	第3期稚内市子ども・子育て支援事業計画-中
	3-表紙(裏)
	4-表紙(表)

